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（参考） 
地方財政法 

（予算の編成）  
第三条  地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算
定し、これを予算に計上しなければならない。  

２  地方公共団体は、あらゆる資料に基づいて正確にその財源を捕そくし、且つ、経済の現実に
即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。  

（予算の執行等）  
第四条  地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これ
を支出してはならない。  

２  地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。  
（地方公共団体における年度間の財政運営の考慮）  
第四条の二  地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の
減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降にお

ける財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならな

い。  
（都道府県が住民にその負担を転嫁してはならない経費）  
第二十七条の三  都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に
対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。  

（都道府県がその事務を市町村等が行うこととする場合の経費）  
第二十八条  都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該
市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければな

らない。  
２  前項の規定は、都道府県がその事務を都道府県の加入しない広域連合が行うこととする場合
について準用する。  

３  前二項の財源措置について不服のある市町村又は都道府県の加入しない広域連合は、関係都
道府県知事を経由して、総務大臣に意見書を提出することができる。  

４  都道府県知事は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを
総務大臣に提出しなければならない。  

５  前項の意見は、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。  
（地方公共団体相互間における経費の負担関係）  
第二十八条の二  地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務に
ついて、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方

公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。  
学校教育法 

第五条  学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、
その学校の経費を負担する。  

 


